
（１）計画的、効果的な社会教育の推進を図るため、総合的な社会教育推進体制の充実
      に努める。
（２）社会教育の振興を図るため、指導者の育成に努める。
（３）家庭、学校、地域の連携による地域ぐるみの教育活動の活性化を図る。
（４）地域における体験活動・ボランティア活動の環境を整備し、地域教育力の活性化
      を図る。

１　令和８年度　社会教育推進のための方針と重点

◆　方　　針

　少子化、高齢化、核家族化などが進行する中、人間関係形成能力や規範意識、倫理観などに
ついて多くの課題が指摘され、地域社会全体による教育の充実を図っていく必要性が高まって
いる。そこで、次の方針による取り組みを推進し、多様な課題に対応できる創造的な社会教育
の実現に努める。
（１）将来を担う青少年を社会全体で見守り育成するために、地域や家庭の教育力の充実
      を図る。
（２）生涯学習社会にふさわしい学習機会の充実と一人ひとりの社会参加の実現を図る。

◆　重　　点

１　社会教育の振興

５　青少年教育の推進

（１）長期宿泊自然体験、異年齢・他地域との交流、地域活性化の実践などの青少年に
      対する事業を通して、健全な青少年の育成と地域における青少年リーダーの育成
　　　を図る。
（２）青少年の健全育成を図るため、社会参加活動の促進に努める。
（３）望ましい青少年の育成を図るため、青少年の団体活動が主体的に運営されるよう
　　　指導助言に努める。
（４）青少年の体験活動を推進するため、県立青少年教育施設間の交流を活性化し、施
　　　設利用の促進を図る。

６　青少年の保護育成の推進

（１）青少年の自立と成長を促す機会づくりに努める。
（２）青少年の活動を支援するための仕組みづくりに努める。
（３）青少年が安心して心豊かに暮らせる環境づくりに努める。

２　社会教育施設の運営・整備・充実

（１）青少年のための自然体験施設の充実に努める。
（２）施設を効果的に活用し、学習機会の充実に努める。

３　成人教育の推進

（１）若者の探究活動や誰もが利用しやすい読書環境の充実を図るため、知の拠点である
　　　図書館を核とした取組を行う。
（２）高齢者の豊かな人生の実現や、地域の活性化に寄与する人材育成のため、山梨こ
      とぶき勧学院の充実に努める。
（３）豊かな心、しなやかな心の育成のため、読書活動の推進に務める。
（４）人権が尊重される社会の実現を目指し、人権教育の促進に努める。

４　家庭教育の支援

（１）家庭教育上の諸問題について相談・指導を行い、必要な情報・資料を提供する。
（２）子育て相談総合窓口を開設し、相談業務の充実を図り、安心して子育てができる
      環境づくりを支援する。
（３）家庭教育や青少年の健全育成について地域ぐるみで推進を図る。
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社会教育関係者等の表彰

社会教育指導者、社会教育主事等の研修・養成

地域教育の連携・推進

「山梨県の社会教育行政」 の編集

公民館への指導

社会教育施設の管理、運営

（八ヶ岳少年自然の家、科学館、図書館）

未来の山梨を拓く若者の探究活動支援事業

読書活動の推進 （ やまなし読書活動促進事業、子どもの読書活動の推進、

家読〔 うちどく 〕推進 ）

山梨ことぶき勧学院の運営

人権教育の推進

家庭教育･子育て支援業務

 （家庭教育支援番組放映、子育て相談総合窓口「かるがも」の運営）

早寝早起き朝ごはん運動、食育推進

　

子どもクラブの活性化

地域と学校の連携・協働に関する事業

青少年教育施設連携会議・ネットワーク協議会の開催

青少年総合対策本部

青少年保護育成のための環境浄化に関する条例の運用

青少年の非行・被害防止推進事業

やまなし青少年社会環境健全化推進会議の開催

青少年育成山梨県民会議の開催

青少年センターの管理、運営

青少年問題協議会の開催

青少年のインターネット利用環境整備連絡調整会議の開催

山梨・忠清北道 中学生 国際交流事業（日韓青少年国際交流事業）

青少年健全育成功労者知事表彰

（ほっと！ネットセミナー開催、青少年の非行・被害防止推進会議開催）

青少年教育団体の指導

　令和８年度　社会教育課 施策体系表
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社会教育関係団体の指導
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長期青少年自然体験活動「やまなし少年海洋道中」

放課後子ども総合プランの推進

文化部部活動地域展開に関する事業

青
少
年
保
護
育
成
の
推
進
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